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1．はじめに

本稿は，競技スポーツにおける意図的ルール

違反について，これまでどのような議論が展開

されてきたかをレビューしつつ，この問題への

理解を深めることを目的とする．

意図的ルール違反は，競技スポーツの場にお

いては日常的であり，とりたてて問題化するこ

とは希である．しかしながら，時には新聞紙上

を賑わす論議となる場合もある．例えば，元日

本代表のプロサッカー選手が，「DFにとって反

則は必要なプレイである」と，防御のための意

図的ルール違反を容認するかの主張を行ったと

ころ，その主張に反して別の選手が「プレイは

クリーンでいきたい」と，反意図的ルール違反

を宣言したために物議を醸した（朝日新聞，

2003年4月22日朝刊）．前者は，俗にいう，「プ

ロフェッショナル･ファウル」を指し，後者は，

「フェアプレイ」に該当するだろうか．

先行研究を概観すると，スポーツ・ルールと

は何かについて，その理解が十分ではないため

に，いかなるルール違反もスポーツそのものを

崩壊させるかのような主張もあるし，他方で一

定のルール違反は，「ゲームの一部」という主

張もある7)．こうした意見に正否，あるいは正

誤を語るには，ルールそのものについて考察し

てみる必要がある．なぜなら，後述するように

スポーツ・ルールは，様々な種類や機能・働き

があり，ルール一般として理解，解釈するだけ

では難点があるからである．

そこで，先ず，社会一般のルールとスポーツ・

ルールを分類する．次に，スポーツ・ルールを

構成的ルールと規制的ルールに分けて考察し

て，各々のルール違反の相違を明らかにする．さ

らに，意図的ルール違反に対する2つの立場，す

なわち形式論（formalism）とエートス論（ethos

theory）について，スポーツ倫理学者のW.フレイ

リーの2つの論文を手掛りに（Fraleigh4), 5)）考

察を進め，意図的ルール違反をめぐる諸論をレ

ビューする．最終的には，意図的ルール違反を

防ぐための罰則強化についても私見をのべ，本

稿のまとめとしたい．

2. 社会一般のルールとスポーツ（構成
的）ルール

社会には実に様々なルールがある．それは，

ホッブスが個々人の欲望のままに放置しておく

と，「自然状態」を招来させ，社会そのものの秩

序が崩壊する｡そのために様々な約束事として

のルールが存在する．

では，その社会一般にあるルールとスポー

ツ・ルールとはどのような相違があるのだろう

か．まずは，社会一般のルールから見てみよう．
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2-1黒田による社会一般のルールの類型

英米哲学者である黒田亘は，バイヤー（K. Baier）

を参考に*1)，ルールを以下の五種類に分けてい

る（黒田11) pp.20-22）．

①明文化されたルール

これは国や地方自治体の法律・法令，交通規

則，社則や校則，保険の約款，スポーツや趣味

のクラブの入会規則といった明文化されたルー

ルを指す．この種のルールは，概して遵守と違

反の区分が明確で，違反に対する罰則も制定さ

れていることが多い．

②慣習的ルール

これは①の種類のルールとは異なり明文化さ

れてはいないが，ある集団の内部で慣習的に遵

守されているルールを指す．例えば，行儀作法，

挨拶の仕方，近所づき合いの仕方，冠婚葬祭に

おける相互協力がこれに当たる．この種のルー

ルに適合する行為や行為者に対しては，周囲が

好意的な態度で，逆にルールに反するものに

は，反対の態度で臨むため，ルールを維持，強

化する社会的な圧力となる．また，①のルール

とこの種のルールの境界は必ずしも明確ではな

い．なぜなら①の成立が②のルールを前提にし

て明文化されるからである．

③私的ルール

これは個人的，私的な生活上のきまり，すな

わち格率（マクシム）と呼称されるものである．

例えば，酒量の限定，人との接し方といった

ルールが該当する．また，①のルールとの差異

は，①はその制定者と被制定者とが別個の存在

であるのに対し，このルールは両者が一致する．

④実用的ルール

これは一定の技能や技術の習得のための心

得，手引き，教則といった種類のルール，つま

り，実践的知識を要約したものである．この

ルールは，それに反したとしても罰則等はな

く，できばえが左右されるだけである．

⑤ゲーム・ルール

この種のルールは，スポーツ（ゲーム）の規則

が典型であり，特に「構成的ルール」（constitutive

rules）と呼ばれる．サッカーの試合を行うと

いった活動は，サッカーのルール体系に基づい

てはじめて成立する．よって，サッカーの構成的

ルールに無知，無関心な人ならば，その人はサッ

カーをプレイしようとしているとは言えない．

スポーツ・ルールは，黒田の上記の分類の⑤

に該当している*2)．さらに黒田は，スポーツ・

ルールの基本的性格は，新たな行為体系を創造

することにあり，実生活の営みに対して明確に

限界づけられた活動の局面を開示しているとも

指摘する（黒田11) pp.23-24）．この黒田の主張

に与すれば，スポーツ・ルールは，日常と非日

常とを峻別し，日常とは別の時間・空間を設定

し，当該スポーツに携わる関係者間の恣意的，

操作的な合意という性格を有していると言える

だろう．

2-2  構成的ルールと規制的ルールとの相違

スポーツ，特に競争スポーツは，当事者間の

ルール設定が競技の前提である．よって，この

スポーツに参加しようとすれば，参加者は，当

該スポーツの競技規約（constitutive rules）と参

加規約（regulative rules）に従わなければなら

ず，2つの規約の順守があって初めて，そのス

ポーツをスポーツとして存在させている．

前者の競技規約は，黒田が述べた（⑤の）よ

うに，構成的ルール（constitutive rules）と呼ば

れる．そこでは，当該スポーツの中で使用可能

な行為，使用できず禁止される行為が規定さ

れ，その規定の枠内において，当該スポーツに

おける技能や戦術が生み出される．構成的ルー

ルの規約の中に，その競技の目標や認められた

技能や戦術が明示してあることによって，当該

スポーツへの参加者は，同一の課題に向かうこ

とができるし，その相互比較ができるように保

証されている4)．

後者の参加規約は，先に挙げた黒田の例で

は，①の規制的ルール（regulative rules）と呼ば



近藤：競技スポーツの意図的ルール違反をめぐる議論

3

れるが，それは当該スポーツ世界を確立・維持・

促進するために設けられている．ただし，構成

的ルール，規制的ルールとも，スポーツ世界内

の一種の約束事（私法的性格）である．約束事で

ある以上，それらは変更できないものではなく，

当然変更可能である．このことは現実をみれば

明らかで，特に教育機関レベルでのスポーツ実

践では構成的ルールを参加者のレベルに応じて

変更しているし，規制的ルールも競技者レベ

ル，競技規模など必要に応じて変更されている．

では，構成的ルールと規制的ルールは，本稿

における意図的ルール違反の問題とどのように

関わるだろうか．

周知のように，スポーツの場面には，選手の

意図・無意図を問わず様々なルール違反行為が

生じる．例えば，バスケットボールのゲームに

おいて，フリー状態でシュートしようとしてい

る選手を押したり，抜き去ろうとする選手をつ

まずかせたりする．また，サッカーでは，意図

的ルール違反に伴うペナルティー・キックを承

知で，相手のシュートを手で阻止したりする場

合がある．さらに，バレーボールでワンタッチ・

ボールをあたかもボールに触れていないかのよ

うに偽ったり，用具を用いる競技種目では，当

該用具を改変して自らに有利になるようにする

場合もある．

このような意図的ルール違反には，時代や地

域によって，慣習的に容認されている場合もあ

る．試合場面で「よいファウル」，「プロフェッ

ショナル・ファウル」と言われる場合がそれで

ある．意図的ルール違反は，慣習的容認・否認

を問わず，上述の構成的ルールに対するルール

違反であることは明らかであるが，その反面，

実際場面では頻繁に起こっている．

しかし，この構成的ルール違反とは異なるも

のがある．例えば，禁止薬物使用および禁止方

法によるパフォーマンス向上，所謂，ドーピン

グは，当該スポーツの構成的ルールに反した行

為ではなく，世界アンチ・ドーピング機構

（World Anti-doping Agency 以下，WADA）が禁

止したドーピング禁止規程，つまり規制的ルー

ルに反した意図的ルール違反である．

1968年のドーピング禁止規程の発効以後，オ

リンピック，世界選手権レベルの場では時々，

陽性反応によるドーピング違反が摘発され，2

年間の出場停止処分が課せられる．例えば，陸

上競技百メートル競走において発覚したドーピ

ング陽性の選手を考えてみると，彼・彼女は，

陸上競技百メートル競走の構成的ルールに反し

たのではない．つまり，彼・彼女だけが別の選

手より短い距離を走ったり，特殊な用具を着装

して競走したのではない．彼・彼女らも他の選

手と同様に，構成的ルールに従い，Aというス

タート位置から全員が同時に出発し，百メート

ル離れたB地点までを競走し，彼・彼女が最も

速くB地点に到達したのである．

この事例から理解できるように，ドーピング

禁止規程への違反は，当該スポーツの構成的

ルールに反する行為ではなく，競技団体が従う

WADAの定めた参加規約に反した行為となる．

2-3  構成的ルールの条項

構成的ルールについて，若干の補足をしておく．

構成的ルールは，当該スポーツが何を行うも

のかが記載されている．またそれは，時代，場

所によって変化し，一般的には，細分化の方向

で明文化されていく．細分化の方向性は，明文

化されたルールがもつ基本的性格とスポーツ技

術の高度化と深く関わる．

例えば，ハート（H.L.A.Hart）が指摘したよ

うに（ハート6) p.139），明文化されたルール，つ

まりここで論じている構成的ルールには，「開

かれた構造（an open texture）」という基本的性

格があり，「境界線上の不確定さというものが，

事実問題に関してどんな伝達の形態をとったと

しても，一般的分類用語を使用するかぎり支払

わなければならない代償」（ハート6) p.139）を

有する．
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また，守能もルールの可変性を指摘したよう

に15)，1つの技術領域の科学や技術を駆使して，

さらに新しい技術が考案され，記録の更新へと

人々は向かうのである．

このようなルールの膨張性と可変性という性

格を認めた上で，基本的に構成的ルールには，

当該スポーツの競技要件が記載されている．そ

こには，一般的に，特定区域，継続時間，暗黙

の目標，手段，用具・用品，評価方法，罰則が

含まれている．

ゴルフを例に挙げれば，以下のようになる

（Fraleigh3) pp.68-69）．

特定区域：各ティー・グランドから各グリー

ン上の穴（ホール）まで区域．

継続時間：完結するためのホール数（例えば

18ホール）と，各ショットを打つまでの時

間が制限されている．

暗黙の目標*3) ：ゴルフ・ボールを穴に入れ

ることである．

手段：ゴルフクラブでボールを打つ．

用具・用品：認められた材質のクラブと，あ

る仕様を満たすボールが使用される．

評価方法：最も少ないストローク数の参加者

が最も優れた参加者と評価される．

罰則：（例）ボールを無くした参加者にその度

に罰則が課せられる．

以上のように，特定の時空間，競技の定義（目

的），手段，評価などから構成されるルール，つ

まり，構成的ルールによって，参加者らは互い

に共通の達成すべき課題を前了解し，同じ条件

下に置かれて，プレイ（競技）できるのである．

　3．構成的ルール違反の種類

ルール違反を行為者の意図性の有無によって

大別すると，無意図的ルール違反と意図的ルー

ル違反に分けられる．

＜三種類のルール違反＞

①無意図的ルール違反

②意図的ルール違反その1（審判員への発覚，

罰則を回避）（チーティング）

③意図的ルール違反その2（審判員への発覚，

罰則を予期，了解）

無意図的ルール違反（①）とは，偶然の

（accidental），無関心の（indifferent），無知の

（unknown）ルール違反が挙げられる．この種の

ルール違反は，試合の質を低下させると言えど

も倫理上問題があるとは言えない．なぜなら

ば，倫理的批判の対象は，意図的行為に限定さ

れるからである．ただし，無意図的であっても

重大な怪我を生起させた場合は，道義的責任に

伴う処置は必要である．また，試合の質的向上

には，この種のルール違反を減少させるために

個々の技能を向上させたり，ルールの学習が欠

かせない．

だが，スポーツにおける問題性という視点か

らは，無意図的ルール違反ではなく意図的ルー

ル違反に焦点が当てられる．

ここでの意図性について若干説明する．参加

者間での相互判定（審判）の試合は別として，

一般的には第三者の審判員がルール違反の判定

を行う．この第三者に判定を委ねる場合，審判

員は行為した当事者自身ではないため，ルール

違反を意図的に行ったか，それとも偶然に生じ

たのかを正確には判断できず，主観的判断に

よって，行為者の意図性を判定しているにすぎ

ない．第三者が判定する以上，判定過誤は不可

避である．無意図であっても有意図と判定され

る場合もあれば，逆も生じ得る．

とはいえ，意図性の有無を正確に判定できる

のは，違反行為を行った行為者自身である．行

為者自身であれば，意図性の有無は第三者の判

定がどのようなものであれ正確に判定できるの

である．ここでは，行為者自身の意図的ルール

違反に直接的な関心があり，第三者が判定した

意図性とは別の行為者自身のそれを対象として

いる．意図性の有無を行為者自身に委ねれば，
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最も正確に意図的ルール違反と無意図的ルール

違反が判定できる可能性を保持しつつ，意図的

ルール違反について考察する．

意図的ルール違反は二つに大別できる．すな

わち，審判員への違反行為の発覚を回避しかつ

罰則を逃れようとする行為（②）と，違反行為

の発覚は予期しかつ罰則を覚悟する行為（③）

である．前者の意図的に発覚回避しようとする

ルール違反は，審判員がルール違反行為の過誤

することを願い，可能であれば罰則を甘受した

くない行為であり，後者は，審判員の摘発を予

め予測し，罰則を覚悟して行う意図的ルール違

反である．

発覚回避と発覚覚悟の意図的ルール違反に，

行為結果からみれば差異が生じる．明らかに，

発覚覚悟のルール違反は発覚回避のそれよりも

罰則となる確率は高い．そのため両者の差異を

検討しなければならない．しかし，前述したよ

うに，第三者が判定を下す場合，行為者が発覚

回避を願ってそれが成功する場合もあればそう

でない場合もあるし，発覚覚悟のルール違反で

あっても，可能性としては過誤される場合も残

されている．

意図的ルール違反であっても，②の発覚回避

の違反的な行為は，一般的に，チーティング

（cheating：いかさま，不正）と言われ，第三者

の判定によって看過されれば，試合そのものが

アンフェア状態を招くことになる．成功裏に実

施されたチーティングは，罰則も受けることな

く，試合の中で，意図的ルール違反が違反では

なく単なるプレイとして埋没することになる．

こうした②③の意図的ルール違反には，以下

に展開する2つの主張，立場があって，その賛

否は二分されている．

4. 意図的ルール違反の形式論（formalism）
とエートス論 （ethos theory）

以下のような意図的ルール違反に対する一般

的言明に異議を申し立てる主張がある．すなわ

ち，「構成的ルールに対する意図的ルール違反

は，その行為に対して罰則規定が明記されてい

るので構成的ルールの範囲内にある．このよう

な行為は，試合を破壊するものではなく一種の

戦略である」12，13)という言明である．別言すれ

ば，構成的ルールの働きによって形式面は補償

されるため問題はないという主張である．確か

に，ルール違反者の行為（意図性を問わず）よっ

て，仮にけが人が出て，その人が競技し続けら

れなければ，選手交代が可能であるし，その

ルール違反者には罰則が課せられ，その後のプ

レイに制限，制約が加えられる．

しかし，フィーツェル（R.M.Feezel）が言う

ように2)，形式面での補償があればルール違反

を行った行為者に問題はないのだろうか．これ

が形式論（formalism）と呼ばれる立場となって

現れる．

4-1．意図的ルール違反の形式論

スポーツにおける意図的ルール違反への容認

傾向には，形式論の立場から，以下のような異

議，反論が寄せられる．

①同一課題の崩壊

第一に課題の同一性を崩す．つまり，構成的

ルールの原則は，ただ課題が同一であるか否か

である．参加者同志が既存ルールの受諾・変更

に同意して対戦すれば，同一の課題性が保証さ

れるが，ある特定の参加者だけが，ルール変更

を対戦相手との同意なしに行えば，同一の課題

という原則が崩れるのである．

禁止ルールの設定は，主として当該スポーツ

の本質に反しないように，安全面や面白さと

いった観点から行われる．構成的ルールが非日

常的な行為からなるスポーツを成立させるとい

う性質を有しているために，そのルールは同意

の上で決定される．当該スポーツへの参加者が

既存の構成的ルールの一部変更あるいは全面的

変更に同意すれば，ある種のスポーツ，新しい
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スポーツとして成立する．但し，そこでのス

ポーツが同意者以外の他の参加者に合意される

か否かは別の問題であるが，それへの同意者間

では，他者から見れば変質したスポーツであっ

ても，スポーツであることには変わりはない．

しかし，意図的ルール違反の場合，開始前に

意図的ルール違反は容認するという変更への同

意を行わず，相手とのルール遵守の同意を一方

的に変更している．課題が同一でなければ真の

試し合いが成立せず，試合を行っていないこと

になる．誠実に相手との約束事を遵守している

対戦相手からすれば，意図的ルール違反は可逆

性の原理に反している．

②ルール設定意図への背理

第二に，禁止行為を設定するルールの精神に

反する．つまり，ルール違反を禁止するルール

は，その行為の意図性の有無を問わず，当該ス

ポーツからその種の行為を減らそうとする意図

をもって制定されている．

例えば，バスケットボールで身体接触を禁じ

るルールは「身体接触がないこと」がバスケッ

トボールというスポーツの本質であると同時

に，安全面の配慮が意図されている．もしこれ

を許せば，サッカー，ラグビー，アメリカンフッ

トボール等々の他のスポーツとの差異が薄れる

のである．

また，所謂，「24秒ルール（ショットクロッ

ク）*4)」はリードしているチームの時間稼ぎを

防止して，積極的な攻防を推進しようとしてい

る．勿論，このルールを逆手にとって，制限時

間の終了間際まで攻撃を遅延させるという戦術

が生まれるが，本来，24秒ルールの設定は，可

能なかぎり速やかに攻撃せよという意味であっ

て，24秒まで攻撃しなくてもよいと解釈される

べきではない．

ルール設定には設定の意図（禁止事項）があ

り，単なる形式的条項だけでなく，その設定意

図も正確に理解しなければ，真のルール理解と

は言えない．その意味では，ルールの正しい理

解とは，ルールの条項とその設定の意図の両者

を真に理解することになろう．

③固有の価値実現の阻止

第三に，スポーツの固有の価値実現，つまり，

相対的卓越性についての知識・情報を正確に得

ることを不可能にする．意図的ルール違反者

は，上記で述べた真の意味でのスポーツ参加者

とは言えない．対戦相手がルールを遵守して，

真の試し合いの成立に寄与しているのに対し

て，意図的ルール違反はスポーツ固有の価値実

現を阻害している．スポーツ固有の価値実現を

求めて試し合いを開始したにも関わらず，この

種の行為によってそれが阻害され，相対的卓越

性についての正確な知識・情報が獲得できない

のである．相手を不正に利用ししつ，正確な知

識・情報は獲得できない．つまり，チーティン

グしつつ，勝者になることはできないのである．

④慣習的理由の不確実性

第四に，慣習的理由は正しさを完全に保証し

ない可能性がある．意図的ルール違反者は，皆

がその種の行為を行っているという慣習的な理

由を提示することがある．しかし，慣習的理由

というのは必ずしも正しさを保証するものでは

なく，相対的である．つまり，慣習的理由とい

うのは正しいかもしれないし，正しくないかも

しれない．構成的ルールが参加者の同意で決定

されるという性質を有するため，当該ルールの

変更を同意して行えば不正とは言えないが，慣

習的理由でもって，自らの利益のために一方的

にルール変更を行うのは不正である．当然，意

図的ルール違反者にとっては，相手がルール遵

守していればなおさら，ルール違反の効果は高

い．だが，意図的ルール違反に対して，すべて

の参加者が慣習として同じ態度を有していない

ことが問題なのである．

以上，形式論者が，後述するエートス論を論

破する際の理由として，①課題の同一性を崩

す，②禁止行為ルールの設定の意図，精神に反

する，③スポーツ固有の価値実現を阻害する，
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④慣習的理由の正しさの保証がないことから，

意図的ルール違反は，倫理的な原則である「可

逆性の原則」に反する行為と主張され，倫理的

には悪事があり，違法と主張されるのである．

川谷もこの形式論(ルール絶対主義）に基づ

くルール違反について，次のように論じてい

る．「構成的ルールに違反する人は，競技におい

て通常の仕方で負けたのではなく，そもそも競技

をプレイすること自体に失敗したという意味で，

普通の敗者ではなく，究極的敗者（an ultimate

loser）と言われることがある」 （川谷10) p.71）

と，ルール違反者が失格者かのように位置づけ

る立場があることを示している．

しかし，こうした法的正義を前面に出す形式

論に対して，慣習の観点から意図的ルール違反を

論じることができる．それがエートス論である．

4-2．意図的ルール違反のエートス論

フレイリーを参照して，このエートス論につ

いて説明しよう．

フレイリーによると，形式論に対して，エー

トスを唱える論者たちはいるが，エートスとは

何かについてはいろいろな立場があり，その理

解も様々であるという．大要すると，このエー

トス論の根底をなす要因は，公式ルールに対す

る同意された解釈がスポーツとは何かを理解す

る際に必要とされるが，いくつかのエートス論

では，意図的ルール違反が「ゲームの一部」で

社会的に容認されていると解釈する．そして，

エートスの意味やエートスへの言及が多様であ

るとして，その諸論を挙げる．

例えば，「ダゴスティノは，エートスとは『公

式ルールが具体的な状況の中でどのように適

用されているかを決める黙約』であると言う．

リーマンとレーマンは，エートスとは，プレイ

ヤーと観客がルールを理解する仕方であると言

う．タンブリニは，『スポーツ実践者のエート

スとは，特にプレイヤーによって楽しまれてい

るゲームを理解する場合であるが，ゲームが楽

しんで行われたかについての最適な指標』とい

う．ブッチャーとシュナイダーは，『ゲームへ

の敬意』から引き出されたエートスを推奨す

る．ローランドは，本物のエートスについて言

及し，モーガンは，マッキンタイアの社会実践

として理解されるスポーツ・エートスに賛同す

る．」（Fraleigh5) pp.166-67）がある．

これらのエートス論には，ルールを個々の状

況に適用する際の規約（convention）について，

主に二つの考え方がある．一つは，参加者間の

同意（明示あるいは黙示）によって決定されて

いるものであり，他方は，社会的に容認された

ものを超えたもので，たとえば，「ゲームへの

敬意」，正義もしくは社会的実践としての内的

価値（internal values）と理解されるものである．

要するに，スポーツにおけるエートスとは，ス

ポーツの倫理，価値複合体といえるのである．

社会的，文化的容認という意味でのエートス

の代表例として，サッカーにおけるマリーシ

ア，マランダラージ，チーティングを取り上げ

てみよう．

「マリーシア(malicia)」というポルトガル語

は，『大辞泉』によると，「悪意，特にサッカー

で，試合に勝つためのずる賢さをいう」とある．

ブラジル人が日本に持ち込んだサッカー用語と

言われているが，その具体例を挙げると，「自分

たちのセットプレイに時間をかける」，「相手の

ボールになった時，すぐにボールを渡さない」，

「選手交代をゆっくりと行う」，「相手選手と接

触していなくても倒れる」，「接触プレイで必要

以上に痛がる」などである．このようなマリーシ

アは，遅延行為やシミュレーション（simulation）

の境界線上の行為で，時には，意図的ルール違

反と判定されることもあるし，日本において

は，フェアプレイやスポーツマンシップに反す

る行為と非難される場合もある．　

戸塚は，『マリーシア』18) において，これま

での日本において考えられている，あまり良い

意味ではないマリーシアに新たな解釈を試みて
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いる．彼によると，①マリーシアとは，「狡猾

さ」だけを指し示す言葉ではない，②マリーシ

アとは，「柔軟性を持った発想力」である，③マ

リーシアとは，「勝つために必要な駆け引き」で

ある，④マリーシアは，ブラジル人特有のメン

タリティや価値観ではなく，フットボーラーな

ら誰もがみにつけるべきスキルであると考える

（戸塚18) p.9）．

このマリーシアは，競技の内的目的，つまり

「勝とうとすること」に向けて，試合を有利に運

び，勝利に近づくための戦術的スキルと考えら

れている．ただし，ブラジルのサッカーのメン

タリティ，価値観を反映しているためにその国

民性が出てくる．同じマリーシアでも，ブラジ

ルとアルゼンチンとは理解が異なるようであ

る．それは，マリーシアとマランダラージの違

い，つまり，ブラジルのマリーシア，アルゼン

チンのマランダラージである．

マランダラージは，上記のマリーシアの例よ

りもっと狡猾で，汚いプレイと言われる．髪の

毛，シャツ，パンツなどを引っ張る，相手のス

パイクのヒモをほどく，股間をつかむ，尻を触

るなどの行為があるという（戸塚18) p.109）．

マリーシアとマランダラージとの違いは，マ

リーシアは審判が明確に確認できる範囲内で行

い，エートスからは批判される可能性はあって

も，意図的にルール違反を行っているのではな

く，ルールの範囲内，解釈内の行為であるのに

対して，マランダラージは，審判に見えないと

ころで，罰則を回避しようと秘密裡に，意図的

にルール違反を行おうとしている点である．両

者とも，審判の構成的ルール判断の限度を越え

れば，当然，違反行為となるが，マリーシアが，

「狡猾」とすれば，上述のマランダラージは，「汚

い」プレイと言われている．

また，このサッカー用語である「マランダ

ラージ」は，チーティングの一種である．一般

的には，チーティングは，「自分の利益のために

人を欺くこと，不正を行うこと」をいう．

チーティングについては諸説あるが，概略，

「チーティングとは，参加者らが共有する適正

なルール解釈に反し，審判に見つかって罰則に

ならないようにしつつ，自らやチームメイトが

有利になるようにする，意図的な行為である」

（Fraileigh5) p.168）．

チーティングに対しては，多くが批判的であ

る．それは，チーティングが明文化されたルー

ルへの違反で，相手選手やチームよりも，ルー

ル違反の形で有利さを得るために行われるから

であるが，フレイリーによると，「リーマンと

タンブリニは，チーティングが容認されるエー

トスの存在を認め，誰もがチーティングという

容認される行為が選択できるため，フェアとは

いえないが，共有しているルールの解釈に反し

ているとは言えない」（Fraileigh5) p.168）とい

う．ただし，このような理解は，参加者の間で

の社会的同意だけから引き出されたエートス

が，適切なエートスであるのが前提である．

リーマンが，「チーティングによって，より

おもしろい試合，つまり創造的とも言えるチー

ティングが登場する試合が登場する可能性があ

る」（Leaman12) p.281）と擁護するのであるが，

チーティング自体が，通常，非常に巧みに，う

まく行うために，対戦相手，観客，審判が確認

できないことがあり，よって，その行為が創造的

な試合に貢献したと認識できない可能性がある．

マリーシア，マランダラージ，チーティング

は，いずれも対戦相手同士のゲームを判定する

審判の存在が前提である．いずれも審判の判断

に依存したり，あるいは判断の誤りを期待して

いる．その意味からは，本来，スポーツのある

べき姿，当事者間の「自己統治力」が衰弱して

いるとも言えるだろう．

　5．終わりに～罰則強化の意味

スポーツの公正を確保するためのルールが存

在しているとしても，実際には，意図的あるい
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は無意図的を問わず，様々なルール違反が生

じ，公正が破壊され，客観的な枠組みが揺らぐ．

その際に，それらがスポーツのエートス，つま

り価値複合体の範囲内にとどまっている場合に

は，単なる批判で終わるのである．しかし，そ

れが一定の限度を超えると，罰則規定の改定問

題につながる．

罰則規定は，不当に得られた有利さによる不

均衡を是正するために存在する．周知のよう

に，そこには軽微な不均衡から重大な不均衡ま

で及び，違反の程度によって罰則の軽重が異

なっている．

終わりに際し，意図的ルール違反をめぐる形

式論とエートス論が併存する中にあって，ルー

ル違反を抑制するために罰則を強化すべきか否

かについて考察してみる．

この議論の考察には，近代スポーツがどのよ

うにルール違反に対応してきたかについて，そ

の歴史に学ぶことが役立つだろう．たとえば，

1891 年に起きた，アソシエーション・フット

ボールの規則に「ペナルティ・キック」を導入

するか否かの論争が思い起こされる14)．周知の

ごとく，現在では，サッカーのルール内にペナ

ルティ・エリアおよびペナルティ・キックが導

入されているが，当時，試合によって生計を立

てていたプロスポーツ選手を中心に，選手達が

ゴール阻止のために意図的ルール違反が多発す

る問題について議論が行われていた．その議論

によると，ペナルティ・キック導入に賛成する

人々は，このルールを導入すれば，ゴール前で

の意図的な違反が減少するという実利面を強調

する．一方，このルール導入に反対する人々は，

意図的な違反を前提とするルールの制定が，ス

ポーツマンに対するこの上ない侮辱であり，ペ

ナルティ・エリアが，パブリック・スクールの

運動場の品位を落とすとまで断言していた．

ペナルティ・キックの導入に反対する人々

は，ルールに対して意図的にそれを反しないこ

とがスポーツ参加者の資格要件，換言すると道

徳的責務だという．道徳的責務をルールによっ

て規制することなどは，自律しないスポーツマ

ンの輩出を増長すると危惧を抱くのである．

確かに，法による道徳的責務の強制（リーガ

ル・モラリズム）が行われれば，スポーツ参加

者内部での自律的な道徳秩序の形成は未熟とな

る．本来は，スポーツとは何かという理念，価

値，意味から，自律的にスポーツ世界の秩序を

守るという道徳的気風(自己統治）が求められ

るべきである．

かりにスポーツ内の行為に対して，数多くの

禁止事項を詳細に盛り込めば，ゲーム内での

様々な利害衝突に対して，安易な解決策を自動

的かつシステマティックに提供することにな

る．だがそれが延いては，意図的に違反を行っ

たり，時には意図的に相手にけがを負わせる行

為に対しても，相手の痛みを感じない無感覚人

間を形成してしまう可能性はないだろうか．

ルール違反には罰則が伴うので，罰則を甘受

さえすれば違法行為の遂行が許されるという風

潮はのぞましいとはいえない．しかし，安易な

罰則ルールの強化策は過度のパターナリズムを

増長し，道徳的に自律しないスポーツ参加者の

形成に繋がってしまうだろう．

現代社会におけるスポーツ実践，特に高度な

競技スポーツにおいては，確かに意図的ルール

違反を黙認，容認する慣習的傾向がないわけで

はない．しかし，社会で行われるスポーツ実践

を教育の場でそのまま繰り返してはいけない．

少なくとも，教育の場で行われるスポーツは，

社会の実践よりもよりよいものでなければなら

ない．特に，価値観の形成段階にある学校教育

の場においては，体育授業や課外活動を問わ

ず，スポーツの理念，価値，意味を正しく生徒

に伝え，優れた文化活動としてのスポーツ世界

の創造に寄与する，自律したスポーツ参加者を

形成すべきである．我々にとって安易な罰則強

化策の前に行うべきことは多々あり，技能に優

れた選手・チームだけを目指す弊害に，賢慮（フ
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ロネーシス）を働かせなければならない．

本稿では，競技スポーツの意図的ルール違反

に関する諸理論をレビューし，さらに違反行為

に対する罰則強化についても触れた．

構成的ルールは当該スポーツ種目の法であ

り，当然，そこへの参加者の行為を規制する．

ハートは『法の概念』において法の性質を検討

しているが，その中で「法には開かれた構造を

有し，境界線上の不明確さは一般的分類用語を

使用する限り支払わねばならない代償」と述べ

る（ハート6) p.139）．つまり，たとえルールを

設定しても，絶えずそのルール条項の境界線は

曖昧になる．それ故，ルール解釈が問題となる

のである．別言すれば，ルールによって全ての

予測可能な行為を記述することはできない．そ

のためにルール設定は，行為より先に設定され

ないので，新しい行為が生じれば，何らかの基

準によって規制すべきか否かが議論されるので

ある．構成的ルールにおいては，当該スポーツ

の本質に矛盾するか否かによって判断される．

当該スポーツにおける新しい行為，戦術や用具

改良等々には，その本質に矛盾する範囲と矛盾

しない範囲に基づいて判定される．

しかし，意図的ルール違反に関しては，ルー

ルの形式論者の主張から，上述のような理由か

ら問題点が指摘されている．そのため，試合中の

意図的ルール違反が頻発すれば，ルール改正を

行い，罰則強化等の処置の必要性が迫られる．

その反面，安易な罰則強化にはスポーツ参加

者の自律を妨げる可能性がある．またスポーツ

本来の精神から言えば，意図的ルール違反とい

う無抑制な行為の発生を防ぐために，特に青少

年期のスポーツ倫理教育が最も重要な課題とな

る．さらにはスポーツの健全なエートスの存在

が前提されれば，スポーツ・エートスそのもの

を望ましくすることが求められるであろう．

この競技スポーツの意図的ルール違反につい

ての議論はまだまだ十分ではない．実践の中に

多様に展開されている戦術選択との関わりから

も，さらなる研究の進展・深化が求められている．

注

*1) バイヤー（K.Baier）はルールという言葉の

意味を六種類に分けている1)．それらは，①

明文化されたルール（regulations），②慣習

的ルール（mores），③私的ルール（maxims

and principles），④実用的ルール（canons），

⑤習慣的ルール（regularities），⑥手続き的

ルール（rules of procedure）である．

*2) ゲーム・ルールとスポーツ・ルールとの関

わりについては，諸論があるが，少なくとも

社会一般のルールの分類枠からすると，両

者とも基本的性格を有していると言える．

*3) スーツは，スポーツの要素として，試合に

先立つ目標（pre-lusory goal），試合中の手

段（lusory means），ルール，試合中の態度

（lusory attitude）の4要素を挙げている．試

合に先立つ目標というのは，試合がどのよ

うな特定の到達状態（a specific achievable

state of affairs）になるかを示している．試

合中の手段というのは，試合が何を目標に

していて，それを追求する際に認められた

手段を示している．ルールというのは，試

合中に満たされなければならないすべての

条件であり，試合中の態度というのは，試

合を存在させるためにルールを受け入れる

ことを示している．（参照：Suits，B. (1973)

The Elements of Sport. (In) Osterhoudt，R.G，

(Ed)The Philosophy of Sport. C.C.Thomas :

Springfield, pp.48-55.）

*4) 24秒ルールは，NBA史上でも最も重要な

ルールであり，「ショットクロック（24秒

ルール）」と言われる．ショットクロック導

入以前のNBAは，一度リードを奪えばひ

たすらボールを保持することに時間を費や

し，ドリブルやパスを回すだけのシーンが
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非常に多かったが，このルールの導入によ

り，選手とチームは24秒の間に必ず1回は

シュートを打つことを強いられることと

なった．これによりドリブルやパス回しだ

けに費やされていた時間が大幅に短縮さ

れ，「スピーディーな攻守」というバスケッ

トボールの魅力が確立されていくことに

なった．
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